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第３回智頭町議会定例会会議録 

 

令和７年９月９日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第７２号 令和６年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ５．議案第７３号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ６．議案第７４号 令和６年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第７５号 令和６年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ８．議案第７６号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 第 ９．議案第７７号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第１０．議案第７８号 令和６年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第７９号 令和６年度智頭町簡易水道事業会計決算の認定について 

 第１２．議案第８０号 令和６年度智頭町公共下水道事業会計決算の認定につい 

            て 

 第１３．議案第８１号 令和６年度智頭町農業集落排水事業会計決算の認定につ 

            いて 

 第１４．議案第８２号 令和６年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第８３号 令和６年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１６．議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１７．議案第８５号 令和７年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１８．議案第８６号 令和７年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 
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            号） 

 第１９．議案第８７号 令和７年度智頭町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 第２０．議案第８８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい 

            て 

 第２１．議案第８９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 第２２．議案第９０号 智頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費 

            負担に関する条例の一部改正について 

 第２３．議案第９１号 智頭町手数料徴収条例の一部改正について 

 第２４．議案第９２号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２５．議案第９３号 損害賠償の額の決定について 

 第２６．陳情について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第７２号 令和６年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ５．議案第７３号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ６．議案第７４号 令和６年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第７５号 令和６年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ８．議案第７６号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 第 ９．議案第７７号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第１０．議案第７８号 令和６年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第７９号 令和６年度智頭町簡易水道事業会計決算の認定について 

 第１２．議案第８０号 令和６年度智頭町公共下水道事業会計決算の認定につい 
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            て 

 第１３．議案第８１号 令和６年度智頭町農業集落排水事業会計決算の認定につ 

            いて 

 第１４．議案第８２号 令和６年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第８３号 令和６年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１６．議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１７．議案第８５号 令和７年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１８．議案第８６号 令和７年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 第１９．議案第８７号 令和７年度智頭町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 第２０．議案第８８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい 

            て 

 第２１．議案第８９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 第２２．議案第９０号 智頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費 

            負担に関する条例の一部改正について 

 第２３．議案第９１号 智頭町手数料徴収条例の一部改正について 

 第２４．議案第９２号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２５．議案第９３号 損害賠償の額の決定について 

 第２６．陳情について 

 

１．会議に出席した議員（１０名） 

    １番 古 田   浩        ２番 仲 井   茎 

    ３番 西 尾 寿 樹        ４番 田 中   賢 

    ５番 谷 口 翔 馬        ６番 波 多 恵理子 

    ７番 大河原 昭 洋        ８番 谷 口 雅 人 

    ９番 岡 田 光 弘       １０番 安 道 泰 治 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１５名） 
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   町 長   金 兒 英 夫 

   副 町 長   矢 部   整 

   教 育 長   田 中   靖 

   病 院 事 業 管 理 者   國 岡 厚 志 

   総 務 課 長   山 本 洋 敬 

   企 画 課 長   迎 山 恵 一 

   税務住民課長兼水道課長   西 川 公一郎 

   教 育 課 長   竹 内   学 

   地 域 整 備 課 長   酒 本 和 昌 

   山 村 再 生 課 長   北 村 直 也 

   地 籍 調 査 課 長   𡵅 本   均 

   福 祉 課 長   前 田 美由紀 

   会 計 課 長   村 上 り え 

   総 務 課 参 事   國 岡 まゆみ 

   病 院 事 務 部 長   福 安 教 男 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   福 安 充 子 

   書 記   古 田 光 一 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（安道泰治）  ただいまの出席議員は１０名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和７年第３回智頭町議会定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（安道泰治）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、３番、西尾寿樹議員、

４番、田中賢議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（安道泰治）  日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１９日までの１１日間としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から９月１９日までの１１日間と決定しまし

た。 

 

日程第３．諸般の報告 

 

○議長（安道泰治）  日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づき、令和７年６月

分から８月分の例月出納検査報告書が提出されました。お手元に写しを配付して

おりますのでご承知ください。 

  次に、智頭町長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、「令和６年度健全化判断比率について」及び

「令和６年度資金不足比率について」の報告がありました。お手元に写しを配付

しておりますのでご承知ください。 

  次に、今期定例会の説明員につきましては、９月４日付をもって、町長、教育

長に、９月５日付をもって、議会選出監査委員に出席の要求をしております。 

  次に、前臨時会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので、後ほどご覧いただき、議会活動、また議員活動に資していただければと

思っております。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 
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  日程第４．議案第７２号から日程第２５．議案第４８号まで  ２２案 

  一括上程 

 

○議長（安道泰治）  日程第４、議案第７２号 令和６年度智頭町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第２５、議案第９３号 損害賠償の額の決定

についてまでの２２議案を一括して議題とします。 

  町長に提案理由の説明を求めます。 

  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  本日ここに、令和７年第３回定例町議会を招集しましたと

ころ、議員各位には、ご多忙のところ出席いただき、誠にありがとうございます。 

  それでは、今期定例会に提案しました諸議案の審議をいただくに当たり、その

概要を説明します。 

  まず、議案第７２号から議案第８３号までは、令和６年度一般会計、特別会計、

及び公営企業会計の決算認定を求めるものです。この１２議案については、去る

８月１日から８月２２日までの間、町監査委員による審査を受けましたので、そ

の意見を添えて本議会の認定に付すものです。 

  次に、議案第８４号から議案第８７号までは、補正予算についてです。 

  まず、議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号）について、

主なものを説明します。 

  各費目に共通して、標準報酬月額の随時改定による人件費調整及び一部を除き

時間外勤務手当の調整を行うとともに、人件費調整などに伴う特別会計繰出金の

調整を行っています。 

  議会費では、韓国楊口郡議会議員との交流事業に係る経費を計上しています。 

  総務費の一般管理費では、人事給与システムの改修委託料を、まちづくり推進

費の地域情報化推進事業では、電柱設置に要する経費を、水力発電周辺地域整備

事業では、事業費の調整を計上しています。 

  地域活性推進費の空き校舎等利活用推進事業では、老朽化した施設の修繕に要

する経費を、智頭農林高校協働連携事業では、女子寮の整備に要する経費を計上

するとともに、交通政策費では、因美線利用促進に関する事業費を調整していま

す。 
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  諸費の諸税等還付金では、過年度分国県支出金返還金の増額を計上しています。 

  税務総務費では、定額減税調整交付金に係るシステム改修業務委託料の減額の

ほか、定額減税調整交付金の給付見込みの増加による増額を計上しています。 

  戸籍住民基本台帳費では、振り仮名表記に係るシステム改修委託料及び戸籍シ

ステム標準化移行に伴う事務機賃貸料の増額のほか、現行システムリース料の解

約金を計上しています。 

  国勢調査費では、国勢調査に係る経費の増額を計上しています。 

  民生費では、障害福祉費で、障害者就労選択支援事業の創設に伴うシステム改

修委託料を、老人福祉費で、人件費の調整などに伴う介護保険事業特別会計繰出

金の増額を計上しています。 

  同和対策費では、小集落改良事業に係る登記手数料の増額を計上しています。 

  子育て支援推進費では、妊婦支援給付自治体間連携に伴うシステム改修委託料

の増額を、保育園費では、修繕料の増額をそれぞれ計上しています。 

  生活保護総務費では、介護現場における要配慮者対応に係る委託料のほか、家

計負担激変緩和対策給付金を計上しています。 

  衛生費の健康増進事業費では、通信運搬費の増額を、また、簡易水道施設費で

は、水質検査追加費用増に伴う簡易水道事業会計繰出金の増額を計上しています。 

  農林水産業費の農業振興費では、農業機械の導入に係る支援に要する経費及び

新規加算等による日本型直接支払交付金のほか、渇水対策に係る支援に要する経

費を計上しています。 

  林業振興費では、民泊の環境整備支援に要する経費を計上しています。 

  商工費の交流事業費では、韓国楊口郡訪問団受入に要する経費の増額を計上し

ています。 

  土木費の道路維持費、道路維持事業では、修繕料及び原材料費の増額を、除雪

事業では、大型除雪ドーザー修繕料の増額を、道路新設改良費では、事業費の調

整をそれぞれ計上しています。 

  教育費の事務局費では、スクールバスの修繕に係る経費及び智頭中学校改築工

事に伴う仮駐車場訴訟判決に係る損害賠償金徴収に向けた弁護士委託料並びに裁

判所手続手数料を計上しています。 

  また、寄附金を財源とした小中学生のための図書購入費を計上しています。 

  中学校費では、修繕料の増額を計上しています。 
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  以上、今回の一般会計補正予算額は、５，８２４万６，０００円の増額であり、

補正後の予算総額は、６９億３，１８０万８，０００円となります。 

  議案第８５号 令和７年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

では、子ども子育て支援金制度に係るシステム改修委託料のほか、療養費及び高

額療養費の増額を計上しています。 

  議案第８６号 令和７年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）で

は、令和６年度国庫負担金返還のための過年度還付金の増額を、また、総合相談

事業に係る一般会計繰出金の減額を計上しています。 

  議案第８７号 令和７年度簡易水道事業会計補正予算（第１号）では、水質基

準に関する省令などの改正に伴い、水質検査項目が追加されたことによる検査経

費の増額を計上しています。 

  次に、条例案件について説明します。 

  議案第８８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、

子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、育児等と仕事の両立支援制

度に関する情報提供、制度利用に係る意向調査等の措置を定めるものです。 

  議案第８９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、職員の

妊娠、出産、育児等と仕事の両立のため、部分休業の取得方法について定めるも

のです。 

  議案第９０号 智頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に

関する条例の一部改正については、物価上昇を踏まえ、選挙運動用ビラ及びポス

ター作成に係る町費負担の限度額を引き上げるものです。 

  議案第９１号 智頭町手数料条例の一部改正については、税証明手数料などの

見直しを行うものです。 

  人事案件の議案第９２号 智頭町教育委員会委員の任命については、現委員安

住順一氏の任期が令和７年９月３０日で満了となることに伴い、引き続き同氏を

任命したいので、本議会の同意を求めるものです。 

  最後に、その他案件です。 

  議案第９３号 損害賠償の額の決定については、戸籍情報システムリース契約

の契約期間の短縮に伴う解約金の額を定めるものです。 

  以上、本議会に提案しました議案の概要を説明しました。詳細については、主

管課長及び担当者をもって説明させますので、よろしく審議いただきますようお
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願いします。 

○議長（安道泰治）  提案理由の説明は終わりました。 

  次に、日程第４、議案第７２号 令和６年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認

定についてから、日程第１５、議案第８３号 令和６年度智頭町病院事業会計決

算の認定についてまでの１２議案は、決算審査意見書が提出されております。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１０時４４分 

再 開 午前１０時４５分 

○議長（安道泰治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、監査委員の審査意見書の報告を求めます。 

  西尾議選監査委員。 

○議選監査委員（西尾寿樹）  それでは、ただいま指名いただきました議選監査

委員の西尾です。本日は、小林代表監査委員に代わり、令和６年度智頭町決算審

査意見書の説明をさせていただきます。 

  お手元に配付しております概要版に沿って説明させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  なお、令和６年度決算監査につきましては、令和７年７月２９日の任期満了に

伴い、公営企業会計決算は、岡田議選監査委員、一般会計・特別会計歳入歳出決

算及び基金運用状況は、私、西尾議選監査委員が、それぞれ小林代表監査委員と

審査を行っております。 

  それでは、概要版の１ページをご覧ください。 

  まず、一般会計、特別会計決算及び基金運用状況審査です。 

  審査の結果、審査意見書の第１から第６に掲げる記載事項のとおり審査を実施

した限りにおいて、審査に付された各会計の歳入歳出決算及び決算書類に、いず

れも関係法令等に準拠して作成されており、記載された計数は正確であるととも

に、歳入歳出予算の執行状況についても、おおむね適正であると認められました。 

  また、基金の運用状況に関する調書の計数は正確であり、基金は、設置目的に

沿って適正に運用されていると認められます。 

  次に、２．審査の意見です。 

  全会計の決算概況について、一般会計及び特別会計６会計の総計予算現額に対

し、総決算額は、収入が８８億７，００７万８，０００円、歳出が８７億８，８
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０９万円で、総計決算額の総計予算現額に対する割合は、歳入は９３．２％、歳

出は９２．３％となっている。総計決算額を前年度と比較すると、歳入で４，５

３５万５，０００円（０．５％）の減、歳出で６，９０２万５，０００円（０．

８％）の増となっている。 

  収支状況については、実質収支は、一般会計が１，１７０万１，０００円、特

別会計が４，１７０万５，０００円で、合計５，３４０万６，０００円の黒字と

なっており、単年度収支は６，７５４万８，０００円、一般会計が３，１１６万

４，０００円、特別会計が３，６３８万４，０００円の赤字となっている。 

  総計決算額及び総計決算収支は、次表のとおりであります。 

  続きまして、２．一般会計の決算概況について。 

  歳入が６８億８，３９６万１，０００円、歳出が６８億４，３６７万８，００

０円で、歳入歳出差引き額は４，０２８万３，０００円となっている。決算額を

前年度と比較すると、歳入で２，２３４万６，０００円（０．３％）、歳出で１

億３４万２，０００円（１．５％）それぞれ増加している。 

  この結果、実質収支は１，１７０万１，０００円の黒字となっている。また、

単年度収支は３，１１６万４，０００円の赤字、実質単年度収支は１億２，７１

１万２，０００円の赤字となっている。 

  一般会計の決算収支は、次表のとおりであります。 

  （１）歳入の概況について。 

  普通会計決算ベースにおける財源別構成で見ると、前年度に比べて、自主財源

は、繰入金及び寄附金等が増加したが、町税、繰越金などが減少したことにより、

１７３万７，０００円（０．２％）減少し、１０億９，１０３万２，０００円と

なっている。 

  依存財源は、町債及び国庫支出金等が減少したが、地方交付税及び県支出金が

増加したことにより、２，５９３万８，０００円（０．５％）増加し、５７億７，

４７９万４，０００円となっている。 

  この結果、行政活動の自主性と財政基盤の安定性を示す指標である歳入総額に

対する自主財源の構成比率は、前年度の１６％から１５．９％と、自主財源の比

重が０．１ポイント低くなっている。令和５年度県内町村平均値２６．４％と比

べてみても低水準であり、依然として、依存財源の割合が高い財政構造となって

いる。 
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  また、一般財源と特定財源の観点から見ると、前年度に比べ、一般財源は、繰

越金、国庫支出金及び町税などが減少したが、地方交付税及び繰入金などが増加

したことにより、１億１，７１６万３，０００円（２．３％）増加し、５１億９

１２万８，０００円となっている。 

  その結果、歳入総額に対する一般財源の構成比率は、前年度の７３％から７４．

４％と、一般財源の比重が１．４ポイント高くなっている。そして、収入未済額

は１，４４０万１，０００円で、前年度に比べ１２万３，０００円（０．９％）

増加している。 

  主な収入未済額は、款別で見ると町税が最も多く、１，０４８万８，０００円

で、前年度に比べ、６７万８，０００円（６．９％）増加している。持続的な財

政運営を行うためには、自主財源を確保する取組が重要である。一般財源でもあ

り、自主財源の根幹をなす「町税」の収入未済額は、前年度に比べ微増であるの

で、より一層、税収の動向に注視していく必要がある。 

  自主財源と依存財源及び一般財源と特定財源の分類は、次表のとおりでありま

す。 

  （２）歳出の概況について。 

  普通会計決算ベースにおける経済的性質を基準とした性質状況を見ると、義務

的経費は前年度に比べ、人件費、扶助費及び公債費がいずれも増加したことによ

り、２億２，４０４万８，０００円（８．９％）増加し、２７億４，５５３万８，

０００円となり、義務的経費は依然として増加傾向で、厳しい財政運営の要因と

なっている。投資的経費が普通建設事業の減により１億７，６９０万９，０００

円（１８．２％）減少し、７億９，３１０万９，０００円となっている。その他

の経費は、補助費等が減少したが、物件費及び積立金等の増により、５，５０８

万８，０００円（１．７％）増加し、３２億８，６８９万５，０００円となって

いる。 

  なお、歳出における補正比率は、前年度に比べ、義務的経費（４０．２％）が

２．７ポイント、その他の経費（４８．２％）が０．１ポイントそれぞれ上昇し、

投資的経費（１１．６％）が２．８ポイント低下している。 

  性質別経費の決算状況は、別表のとおりであります。 

  続きまして、３．特別会計の決算概況について。 

  一般会計からの繰入金は、住宅新築資金貸付及び公共用地先行取得事業を除く
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４会計で、２億６，３０７万５，０００円を受け入れており、前年度に比べて、

１，３８９万９，０００円（５．６％）増加している。 

  特別会計は、本来、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるものであるから、

一般会計の繰り出しに当たっては、その必要性を十分に検討し、縮減に努めると

ともに、各会計においても、引き続き事業運営の一層の効率化に取り組み、町民

の負担の公平を損なう収入未済額及び不納欠損の解消に努められたい。 

  一般会計の繰入状況、決算収支及び歳入決算の状況は、次表のとおりでありま

す。 

  続きまして、４．普通会計の財政指標について。 

  普通会計における主要な財政指標は、前年度と比べ、財政基盤の強弱を表す財

政力指数（３か年平均）は０．００１ポイント下降し０．１８７ポイント（県内

市町村平均は０．２５ポイント）、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は２．

５ポイント上昇し、９８．５％（同８９．４％）、財政運営の健全化を判断する

実質収支比率は０．８ポイント下降し０．３％（同７％）、公債費負担比率は０．

６ポイント上昇し１５．７％（同１４．４％）となった。 

  経常収支比率は１００％に近い数値となっており、本町の財政構造は、依然と

して硬直度が高い状況にあることを表している。 

  経常収支比率が高くなると、行政需要の変化に適切に対応することが困難にな

ると考えられることから、厳しい財政運営が今後も続くことが予想される中、想

定されない事態に対し迅速に対応するために、今後も引き続き、一般財源の確保

と事務事業の見直しにより、算定の分子となる経常的経費の縮減を図ることによ

り、財政の弾力性を回復し、持続可能な財政構造の確立に努めていく必要がある。 

  主な財政指標の推移及び経常収支比率の状況は、次表のとおりであります。 

  続いて、９ページの５．決算審査に係る総括意見である。 

  本町の今後の財政運営は、厳しい財政状況が続くと予想される。このような状

況下にあって、町の財政運営については、常に中長期的な展望の下、財政規律を

維持しつつ、行政サービスの確保と町財政の健全化を同時に実現する必要がある。

そのためには、自主財源の確保の取組、限りある財源や人的資源等を最大限に活

用し、施策・事業の選択や業務の見直しを推進され、効率的・効果的な事業の執

行に努めていくことが不可欠であり、引き続き、最小経費による最大効果を期待

できる行財政改革に取り組むことで、持続可能な行財政運営に努められたい。 
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  続いて、公営企業会計決算審査については、お手元に配付の「令和６年度智頭

町公営企業会計決算審査意見書」をご覧ください。 

  決算審査意見書の第１から第５までの記載事項のとおり、審査した限りにおい

て、審査に付された５事業会計の決算書表は、いずれも地方公営企業法及び関係

法令の諸規定に準拠して作成され、かつ正確であり、経営成績及び財政状況を適

正に表示しているものと認められた。 

  また、予算は、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

  本事業の経営成績、財政状況は２ページに記載のとおりであり、令和６年度に

おける５事業会計の経営成績である「当年度純損益合計」は、９，４７４万４，

０００円の純損失となっている。当年度純損益は、農業集落排水事業、水道事業

が純利益、簡易水道事業、公共下水道事業、病院事業が純損失となっている。未

処分利益剰余金合計は、２７億１，３４９万９，０００円の欠損金となっている。 

  水道事業、病院事業会計を除く３事業会計は、事業の根底となるべき営業収益

の各事業収益に対する割合がいずれも３割以下となっている。このため、地方公

営企業繰出基準に基づく一般会計からの繰入金（基準内繰入金）のほか、独立採

算による経営が困難であるため、同会計からの繰入金（基準外繰入金）等で賄わ

れている。 

  一般会計からの繰入金の合計は１０億４，７９１万１，０００円で、総務省が

規定する繰出基準に基づく基準内繰出金は６億９，７６１万８，０００円（６６．

６％）であり、基準外繰入金は３億５，０２５万４，０００円（３３．４％）と

なっている。 

  各事業を取り巻く経営状況を見ると、施設等の老朽化・耐震化等に伴う事業費

用の増加及び医師・看護師等に対する給与費、医療機器の維持管理に係る経費な

ど、医業費用が増加する一方、人口減少等による料金未収が減少する中で、厳し

さが増していくことが想定されているところであります。 

  今後の事業経営については、各事業会計の意見書の結びで要望事項を記載して

おり、留意されたい。 

  地方公営企業は、「常に企業としての経済性を発揮する中、住民の生活に欠く

ことのできない社会資本を整備し、公共の福祉の増進を図る」ことをその使命と

しており、経営戦略、経営強化プラン等を踏まえて、計画的かつ効率的な事業運

営を実施し、質の高いサービスが提供されることを望むものである。 
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  なお、各事業会計の経営成績及び今後の事業運営につきましては、３ページ以

降に記載しており、今回は説明を省略させていただきます。 

  以上、令和６年度決算及び基金運用状況の審査意見の説明を終わらせていただ

きます。 

  最後に、今般の審査の意見書作成に当たり、協力していただきました関係職員

の皆様には、この場を借りてお礼を申し上げます。 

  ご清聴ありがとうございました。 

○議長（安道泰治）  西尾議選監査委員の報告は終わりました。 

  議案第７２号から、議案第８３号までの１２議案について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

    暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時０８分 

再 開 午前１１時０９分 

○議長（安道泰治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  議案第７２号から、議案第８３号までの１２議案については、委員会条例第５

条の規定により、この際、議長を除く議員９名で構成する決算特別委員会を設置

し、会議規則第３９条第１項の規定により、これに付託して審査したいと思いま

す。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  異議なしと認めます。 

  よって本案は、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定

しました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時１０分 

再 開 午前１１時１０分 

○議長（安道泰治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど設置しました決算特別委員会の互選の結果、正副委員長が決まりました
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ので、ご報告します。 

  委員長に岡田光弘議員、副委員長に田中賢議員、以上のとおりです。 

  日程第１６、議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号）に

ついてから、日程第２５、議案第９３号 損害賠償の額の決定についてまでの１

０議案の補足説明及び質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第５５条の規定により一問一答で行います。 

  なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

  日程第１６、議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号）の

補足説明を求めます。 

  山本総務課長。 

○総務課長（山本洋敬）  補正予算書１ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第８４号 令和７年度智頭町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

  歳入歳出の総額を、それぞれ５，８２４万６，０００円を増額し、歳入歳出の

総額を、それぞれ６９億３，１８０万８，０００円とするものでございます。 

  まず歳出についてですが、別に配付しております令和７年度９月補正予算概要

と補正予算書により説明させていただきますので、併せてご覧いただきたいと思

います。 

  なお、町長の提案理由と重複した説明となる場合がございますが、ご了承いた

だきたいと思います。 

  また、各費目に共通して、標準報酬月額の随時改定による人件費調整及び一部

を除き、年度後半時間外勤務手当の調整を行うとともに、人件費調整などに伴う

特別会計繰出金の調整を行っています。 

  それでは、補正予算書１２ページ、概要は１ページの議会費から説明をさせて

いただきます。 

  議会費では、韓国楊口郡議会議員との交流事業に係る経費を計上しています。 

  同じく１２ページの総務費の一般管理費では、人事給与システムの改修委託料

の増額を、同じく１２ページのまちづくり推進費の地域情報化推進事業では、電

柱設置に要する経費を、水力発電周辺地域整備事業では、事業費の調整を、同じ

く１２ページの地域活性化推進費の空き校舎等利活用推進事業では、老朽化した

施設の修繕に要する経費を、智頭農林高校協働連携事業では、女子寮の整備に要



－１６－ 

する経費を計上しています。 

  １３ページの交通政策費では、因美線利用促進に関する事業費を調整していま

す。 

  同じく１３ページの諸費では、過年度分国県支出金返還金の増額を計上してい

ます。 

  同じく１３ページの税務総務費では、定額減税調整交付金に係るシステム改修

実績による減額及び定額減税調整交付金の給付見込みの増加による補助金の増額

を、１４ページの戸籍住民基本台帳費では、振り仮名表記に係る戸籍システム改

修委託料及び戸籍システム標準化移行に伴う事務機賃借料の増額並びに現行シス

テムリース料の解約金に要する経費をそれぞれ計上しています。 

  同じく１４ページの国勢調査費では、国勢調査に係る経費の増額を計上してい

ます。 

  同じく１４ページの民生費の障害福祉費では、就労選択支援の創設に伴うシス

テム改修委託料の増額を、１４ページから１５ページの老人福祉費では、人件費

の調整などに伴う介護保険事業特別会計繰出金の増額をそれぞれ計上しています。 

  １５ページ、概要では２ページとなる同和対策費では、小集落改良事業に係る

登記手数料の増額を、同じく１５ページの子育て支援推進費では、妊婦支援給付

自治体間連携に伴うシステム改修委託料の増額を、同じく１５ページの保育園費

では、修繕料の増額を、同じく１５ページの児童館費では、公園遊具の点検手数

料の増額をそれぞれ計上しています。 

  同じく１５ページの生活保護総務費では、介護現場における要配慮者対応に係

る委託料及び家計負担激変緩和対策給付金の増額を計上しています。 

  １６ページの衛生費の健康増進費では、通信運搬費の増額を、同じく１６ペー

ジの簡易水道施設費では、水質検査追加費用増に伴う簡易水道事業会計繰出金の

増額を計上しています。 

  同じく、農林水産業費の農業振興費では、渇水対策に係る支援に要する経費及

び農業機械導入に係る支援に要する経費のほか、中山間地域等直接支払交付金事

業の新規加算等による交付金等、それぞれ計上しています。 

  １７ページ概要では、２ページから３ページとなる林業振興費では、民泊事業

に係る環境整備に要する経費を計上しています。 

  同じく１７ページの商工費の交流事業費では、韓国楊口郡訪問団の受入れに要
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する経費の増額を計上しています。 

  １８ページの土木費の道路維持費、道路維持事業では、町道に係る修繕料及び

修繕に係る原材料費の増額を、除雪事業では、大型除雪機の修繕料の増額を、同

じく１８ページの道路新設改良費では、事業費の調整をそれぞれ計上しています。 

  同じく１８ページの教育費の事務局費では、スクールバスの修繕及び智頭中学

校改築工事に伴う仮駐車場訴訟判決に係る損害賠償金の徴収に向けた弁護士委託

料及び裁判所手続手数料の増額をそれぞれ計上しています。 

  また、寄附金を財源とした小中学生のための図書購入費を計上しています。 

  同じく１８ページの学校運営費では、中学校雨水ポンプ修繕料を計上していま

す。 

  以上、合計しまして、今回の一般会計補正予算額は５，８２４万６，０００円

の増額補正となっています。 

  次に、歳入についてでございますが、補正予算書８ページから１１ページのと

おり、地方交付税、国庫支出金、県支出金等をもって措置しております。 

  説明は以上でございます。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  この議案に対する質疑は、歳入と歳出並びに債務負担行為の３区分に分けて行

います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  異議なしと認めます。 

  なお、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。 

  まず、歳入の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  次に、歳出の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、波多恵理子議員。 

○６番（波多恵理子）  補正予算書の１６ページの農林水産業費の渇水対策緊急



－１８－ 

事業補助金の内容を詳しく教えてください。 

  北村山村再生課長。 

○山村再生課長（北村直也）  渇水対策事業の概要について、お答えいたします。 

  まず補助率でございますけれども、県４０％、町４０％の計８０％で支援しよ

うとするものでございます。 

  内容につきましては、県の要項等が定まっておりませんので、今後変更となる

可能性ございますけれども、ポンプの購入、リース、これの燃料費であったりと

か、ポンプ車による排水、また、土のう設置や河川掘削等が対象になるものとい

うふうに考えております。 

  要件でございますけれども、共同購入、２者以上の方であったりとか集落の共

同購入であるものであったりとか、期間の要件がございまして、７月１５日以降

に遡及して対策を講じたものが対象になるものでございます。 

 以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ８番、谷口雅人議員。 

○８番（谷口雅人）  同じく、その項目の下で、令和の米増産に関する部分の事

業内容等。 

○議長（安道泰治）  北村山村再生課長。 

○山村再生課長（北村直也）  令和の米増産緊急対策事業の内容でございますけ

れども、これは、県の６月補正予算で措置されたものでございます。補助率は、

県３分の１、町６分の１で、２分の１の支援をするものでございます。 

  要件でございますけれども、令和６年度を起算として、令和８年度までに２割

以上の主食用米を増産するものが対象となるもので、本町では、５者対象者いら

っしゃいまして、そのうち１者に対して、選別計量器の導入を支援するものでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ９番、岡田議員。 

○９番（岡田光弘）  同じく１６ページ、農業振興費のその下、中山間地直接支

払交付金で１５０万円、今回計上してありますけども、こちら説明では、新規の

取組の集落があったというふうにもお伺いしたんですけども、提案理由のほうで、
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新規加算の取組があったということの説明がありましたので、現在取り組んでお

られる集落、地域の中で新たな加算に対する取組があったという理解でよろしい

でしょうか。 

○議長（安道泰治）  北村山村再生課長。 

○山村再生課長（北村直也）  中山間地域等直接支払交付金については、これ第

６期対策に入って、新ネットワークとスマート農業の加算に対するものでござい

ます。集落の増のものは、多面的機能支払交付金のほうでございまして、こちら

３集落増えたというものでございます。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ７番、大河原昭洋議員。 

○７番（大河原昭洋）  本冊１７ページの林業振興費でございます。負担金補助

及び交付金ということで、民泊環境の支援整備支援ということで、６７万６，０

００円計上されておりますけども、これの内容をもう少し詳しく教えていただけ

ますでしょうか。 

○議長（安道泰治）  北村山村再生課長。 

○山村再生課長（北村直也）  民泊の関係でございますけれども、こちら民泊施

設の環境整備を県の補助事業も活用しながら、補助率２分の１で支援するもので

ございます。 

  具体的な内容でございますけれども、２件ございまして、畳等の交換であった

り、お風呂の給湯器が故障してるものを修繕するというものでございます。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ７番、大河原議員。 

○７番（大河原昭洋）  補助率はお聞きしました。既にもう２件要望があるとい

うことで、この２件に対するものだけというふうな認識でよろしかったですか。 

○議長（安道泰治）  北村山村再生課長。 

○山村再生課長（北村直也）  このたびの要求は、２件に対するものでございま

す。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ６番、波多恵理子議員。 
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○６番（波多恵理子）  本冊補正予算書で１５ページ、民生費のところです。一

番下の生活保護総務費の中の扶助費、家計負担激変緩和対策給付金、対象が何人

で幾らなのか教えてください。 

○議長（安道泰治）  前田福祉課長。 

○福祉課長（前田美由紀）  今回、補正で上げている家庭負担激変緩和対策給付

金についてですが、既に予算措置している１世帯７，０００円と合わせて、今回、

追加で８，０００円を計上するもので、８０世帯を予定しております。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ７番、大河原昭洋議員。 

○７番（大河原昭洋）  本冊１８ページの道路維持費であります。需用費で修繕

料２４０万円計上されておりまして、説明では、大型除雪ドーザーの修繕という

ことでありますけども、その内容の説明をお願いいたします。 

○議長（安道泰治）  酒本地域整備課長。 

○地域整備課長（酒本和昌）  需用費、修繕料の内訳ですけども、道路修繕が１

５０万円と除雪の修繕が９０万円になっています。 

  この除雪に関しましては、冬期始まりますので、事前に点検をしたところ、排

土板の変形、損傷がございましたので、その修繕に係る費用を計上させていただ

いております。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ９番、岡田議員。 

○９番（岡田光弘）  １４ページの戸籍住民基本台帳費の中に、２１番の補償補

填及び賠償金として、解約金が７７９万１，０００円計上してありまして、こち

らを見ますと、全額が国庫支出金になろうかと思うんですけども、こちらは、当

初契約してありましたシステムリース契約というものの前倒しで標準化が入って

きたために、国のほうの予算で解約金という、やむを得ずこういった形になった

という理解でよろしいですか。 

○議長（安道泰治）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  解約金についてのご質問ですけれど

も、ただいまの議員がおっしゃったとおり、国のシステムの平準化、標準化が前

倒しになったということで、現在システムをリースしているものを解約金で返さ
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ないといけないということが発生したことです。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

  ９番、岡田議員。 

○９番（岡田光弘）  １６ページの衛生費の簡易水道施設費ですけども、こちら

の中に簡易水道事業会計への繰出金として１３２万円計上してありまして、こち

らのほうは、検査の項目の追加というふうにお伺いしているんですけども、こち

ら今話題になっているＰＦＯＳとかＰＦＯＡとか、そういったものに対する検査

項目が増えたために、こちらの追加費用が発生したという理解でよろしいですか。 

○議長（安道泰治）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  おっしゃるとおりでございます。こ

れからの簡易水道の補正予算の補足説明でも説明させてもらうと思ってます。そ

のとおりです。 

○議長（安道泰治）  ９番、岡田議員。 

○９番（岡田光弘）  こちらのほう義務化というのは、２０２６年４月からとい

うことになっているようですけど、今、予算化されるということは、２０２５年

度から前倒しでこちらの検査のほう実施していくと、実際に実施をするという理

解でよろしいですか。 

○議長（安道泰治）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  詳細は、簡水の補正予算のときに説

明させていただきます。 

○議長（安道泰治）  簡水なので、そのときにということですけど、それでよろ

しいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ７番、大河原昭洋議員。 

○７番（大河原昭洋）  １５ページの生活保護総務費の委託料です。５７万９，

０００円計上されていて、この要配慮者特別処遇委託料ということでございます。

この事業内容をもう少し説明をいただきたいのと、委託先を教えてください。 

○議長（安道泰治）  前田福祉課長。 

○福祉課長（前田美由紀）  委託料の件についてですが、要配慮者についての特

別処遇に対し、県の孤独・孤立対策事業補助金を活用し、困難事例の対応に当た

るものでございます。 
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  内容としましては、対応に当たっていただく事業所への支払い委託料を想定し

ております。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  次に、債務負担行為の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  最後に、債務負担行為も含め、再度、一般会計全般にわたっての質疑を行いま

す。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第１７、議案第８５号 令和７年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）の補足説明を求めます。 

  前田福祉課長。 

○福祉課長（前田美由紀）  補正予算書２４ページをご覧ください。 

  議案第８５号 令和７年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算補正（第

２号）です。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億３，７２２万２，０００円を増

額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ８億６，５２８万２，０００円とするも

のです。 

  歳出につきましては、３０ページをご覧ください。 

  子ども子育て支援金制度に伴うシステム改修委託料のほか、医療費、高額医療

費を増額措置しております。 

  歳入につきましては、２９ページをご覧ください。 

  国庫支出金及び県支出金で増額措置しております。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、大河原昭洋議員。 

○７番（大河原昭洋）  ３０ページの保険給付費で医療費が１億１，１００万円

ということで、かなり金額が大きくなっております。なかなか高額医療というこ

とで、当初の見込みから難しいところはあろうかと思いますけども、この内容に

ついて少し説明をいただけますでしょうか。 

○議長（安道泰治）  前田福祉課長。 

○福祉課長（前田美由紀）  増額の要因ですが、当初予算で想定していたものよ

りも高額な請求が４月から来ております。ですので、実績による増ということで

すが、内容としましては、請求が高額となる病気となられている方が増えている

という状況でございます。 

  以上です。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第１８、議案第８６号 令和７年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）の補足説明を求めます。 

  前田福祉課長。 

○福祉課長（前田美由紀）  補正予算書３１ページをご覧ください。 

  議案第８６号 令和７年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算補正（第２号）

です。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，５３９万４，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を、それぞれ１０億７，８７８万８，０００円とするもので

す。 

  歳出につきましては、３８ページから３９ページをご覧ください。 

  一般管理費及び介護予防ケアマネジメント事業費、認知症総合支援事業費では、

人件費の調整を、償還金では、令和６年度交付金返還のための過年度還付金の増

額を行っております。 

  また、一般会計繰出金では、一般会計の総合相談事業に係る人件費調整に伴い、

減額措置を行っております。 



－２４－ 

  歳入につきましては、３６ページから３７ページをご覧ください。 

  国庫支出金及び支払基金交付金、県支出金、繰入金、繰越金で増額措置してい

ます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第１９、議案第８７号 令和７年度智頭町簡易水道事業会計補正予算（第

１号）補足説明を求めます。 

  西川税務住民課長 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  それでは、簡易水道事業会計補正予

算の補足説明をさせていただきます。 

  補正予算書を１ページをご覧ください。 

  議案第８７号 令和７年度智頭町簡易水道事業会計補正予算（第１号）でござ

います。 

  収益的収入及び支出のうち、簡易水道事業収益について、営業外収益を１３２

万円増額し、２，４５４万５，０００円に、収益的支出のうち、簡易水道事業費

用の営業費用を１３２万円増額し、２，５６４万５，０００円としております。 

  詳細につきましては、３ページをご覧ください。 

  収益的支出につきまして、原水及び浄水費の委託料を水質基準に関する省令及

び水道法施行規則の一部改正により、人工フッ素化合物（ＰＦＯＳ／ＰＦＯＡ）

の検査基準項目が追加されたことに伴います、水質検査委託料の増額を計上して

おります。 

  また、この経費の財源につきましては、上段に記載のとおり、他会計補助金で

措置しております。 

  以上でございます。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 



－２５－ 

  ９番、岡田議員。 

○９番（岡田光弘）  先ほど説明をいただきましたけども、水質検査項目の追加

に伴う増額ということですけども、こちらのほうの検査の義務化というのは、２

０２６年４月からというふうに聞いているんですけども、智頭町の場合は、実際

２０２５年、今年度から、その検査が既に始まっているということで、今回計上

されたという理解でよろしいですか。 

○議長（安道泰治）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  検査項目の追加ということで、議員

のおっしゃるとおり、この施行については、令和８年４月１日からになります。

ただし、今回、簡易水道の検査につきまして、新たにちょっと追加項目がござい

まして、現状の追加の基準でいきますと、年間に５回、３か月に一度しなさいと

いう具合に義務づけになっているんですけれども、それを１年前倒しして実施し

た市町、そういう施設等につきましては、その検査回数を、おおむね６か月に一

度にしていいんだよという、そういう軽減的なことがございますので、今回、本

町としまして、補正予算を出していただいて、実施するというふうにご理解いた

だければと思います。 

○議長（安道泰治）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２０、議案第８８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

についての補足説明を求めます。 

○議長（安道泰治）  山本総務課長。 

○総務課長（山本洋敬）  議案書１３ページから１６ページ、議案説明資料１ペ

ージ上段をご覧ください。 

  議案第８８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、

子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、妊娠、出産等を申し出た職

員や３歳未満を養育する職員に対して、育児等と仕事の両立支援制度に関する情

報提供や制度利用に係る意向調査等の措置を定めるものです。 

  なお、施行期日は、令和７年１０月１日です。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 



－２６－ 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２１、議案第８９号 職員の育児休暇等に関する条例の一部改正につい

ての補足説明を求めます。 

  山本総務課長。 

○総務課長（山本洋敬）  議案書１７ページから２０ページ、議案説明資料１ペ

ージ下段をご覧ください。 

  議案第８９号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、職員の

妊娠、出産、育児等と仕事の両立のため、地方公務員の育児休業等に関する法律

の一部を改正する法律案が令和７年１月８日に公布され、令和７年１０月１日に

施行されることから、職員の部分休業の取得方法について、勤務時間の始めまた

は終わりに取得可能であった取扱いを廃止し、勤務時間の始めまたは終わりに限

らず取得可能とするとともに、１年につき１０日を超えない範囲で取得すること

ができることを追加するものです。 

  なお、施行期日は、令和７年１０月１日です。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２２、議案第９０号 智頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動

の町費負担に関する条例の一部改正についての補足説明を求めます。 

  山本総務課長。 

○総務課長（山本洋敬）  議案書２１ページから２３ページ、議案説明資料２ペ

ージ上段をご覧ください。 

  議案第９０号 智頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に

関する条例の一部改正については、公職選挙法施行令の一部改正により、物価上

昇を踏まえ、選挙公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに伴い、



－２７－ 

選挙運動用ビラ及びポスター作成の町費負担額の限度額を引き上げるものです。 

  なお、施行期日は公布の日とします。 

  説明は以上です。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２３、議案第９１号 智頭町手数料徴収条例の一部改正についての補足

説明を求めます。 

  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  それでは、議案の２４ページから５

３ページをご覧ください。議案説明資料概要は２ページの下段でございます。 

  議案第９１号 智頭町手数料徴収条例の一部改正について。 

  これは、智頭町手数料徴収条例の一部を改正することについて、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議決を求めるものであります。 

  この改正につきましては、智頭町の手数料の一部につきまして、近隣の手数料

に鑑み、額の見直しを行うものでございます。 

  概要としましては、税関連の証明につきまして、固定資産税台帳に記載されて

ます事項の証明書の追加枚数に応じて手数料を徴収することを廃止し、交付手数

料を１通３００円に改めるものです。 

  次に、所得証明の数人または数事項を一括して一連の証明を請求する場合に、

１人１事項に１件として、その件数に応じて手数料を徴収することを廃止し、１

通３００円の手数料に改めるものです。 

  そして、評価証明手数料の土地は１筆、建物は１棟を１件とし、２件以上につ

きまして、１件を増すごとに２０円を増徴していたものを廃止するものです。 

  また、住民基本台帳関連の証明につきまして、印鑑登録証の再交付の手数料を

追加し、個人番号カード（マイナンバーカード）の再交付手数料の徴収につきま

して、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機構になったこと

に伴いまして、廃止いたします。 

  そのほか手数料の料金表につきまして、改正前の箇条書の表記を別表に改める



－２８－ 

ように改正するものです。 

  施行期日につきましては、公布の日です。 

  以上でございます。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２４、議案第９２号 智頭町教育委員会委員の任命についての補足説明

を求めます。 

  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  それでは、議案書５４ページをご覧ください。 

  議案第９２号 智頭町教育委員会委員の任命についてご説明いたします。 

  令和７年９月３０日で任期満了となります鳥取県八頭郡智頭町大字奥本４４３

番地、安住順一。昭和３４年４月１２日生まれを引き続き任命したいので、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、本議会の同意

を求めるものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  日程第２５、議案第９３号 損害賠償の額の決定についての補足説明を求めま

す。 

  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  議案５５ページをご覧ください。 

  議案第９３号 損害賠償の額の決定について。 

  これは、戸籍情報総合システムリース契約の契約期間の短縮に伴う損害賠償に

係る契約金額を定めることについて、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議決を求めるものであります。 



－２９－ 

  解約金を支払う相手方、所在地、広島県広島市中区八丁堀３－３３、名称リコ

ーリース株式会社中国支社、代表者 支社長、吉賀今日子。解約金の額、７７９

万６４０円。概要につきましては、戸籍情報総合システムリース契約を令和８年

１２月末までとしていましたが、デジタル庁が推進する地方公共団体情報システ

ムの標準化・共通化に伴い、リース期間を令和７年１１月末までに短縮するため、

解約金を支払うものであります。 

  以上でございます。 

○議長（安道泰治）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

 

程第２６．陳情について 

 

○議長（安道泰治）  日程第２６、陳情についてを議題とします。 

  今期定例会において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付しております

陳情文書表のとおりであり、所管の常任委員会に付託しましたので報告します。 

  お諮りします。 

  各委員会審査等のため、９月１１日から９月１８日までの８日間を休会とした

いと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（安道泰治）  異議なしと認めます。 

  よって、９月１１日から９月１８日までの８日間を休会することに決定しまし

た。 

  ９月１０日は午前９時から本会議を開き、一般質問を行います。休会中は委員

会等を開き、付託案件の審査等をお願いします。 

  来る９月１９日は本会議を開き、各委員会の報告を求め、質疑、討論並びに採

決を行います。 



－３０－ 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散 会 午前１１時５４分 

  



－３１－ 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  令和７年９月９日 

 

                智頭町議会議長  安  道  泰  治 

 

                智頭町議会議員  西  尾  寿  樹 

 

                智頭町議会議員  田  中     賢 

 


